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1　はじめに

　市区町村が管理する選挙人名簿は，個人を対象とする意識調査における母

集団リストとして住民基本台帳に次ぐ頻度で毎年利用されている 1）。このよ

うな個人を対象とする意識調査において若年層の調査不能率が他の年齢層よ

り高い傾向は以前から継続しており，その不能理由の相当の部分を「転居」

が占めていると指摘されている 2）3）。本稿では，2010 年前後の時期を中心に

年齢別人口統計としての地域別選挙人名簿の精度を検討する。

　本稿では選挙人名簿の精度を，①「転居・死亡などの抹消の理由となる事

象 4）が発生し，それに伴う転出届・死亡届などがすでに提出されているた

めに数か月以内に実施される次回ないし次々回の定時登録の際に抹消される

予定の人員数」と②「少なくとも数か月以前から居住実態がないのに登録さ

れている人員数」の「登録者総数」に対する比率と定義する。③「年齢・居
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住実態が登録の条件に該当しながら（転入届が未提出のために）登録されて

いない日本人住民数」については必要な限りで触れることにする。次節以下

では，選挙人名簿の精度を，その抽出集計結果および全数集計結果と接近し

た時点で実施された国勢調査結果および住民基本台帳人口との年齢別比較を

主に利用して考察する 5）。

　まず選挙人名簿における個人の登録・抹消の手続きの細部についてみてお

こう。日本国籍を持つ住民は出生届または転入届の提出によってその市区町

村の住民基本台帳に登録される。その後，毎年 3月 2日から 3か月周期で 4

回実施される定時登録または選挙の投票日の時点で 20 歳以上に達しており，

3か月以上住民基本台帳に継続して登録されていれば，その市区町村の選挙

人名簿に登録される。また，転出届の提出の場合には選挙人名簿に転出を表

示し，それから 4ヶ月経過後に抹消される 6）。

　選挙人名簿登録者数は，定時登録による年齢を区分しない全国男女別デー

タのうち毎年 9月 2日分だけが公表されており，年齢別データは投票日当日

現在の全国および一部の自治体についての有意抽出集計データおよびごく少

数の自治体についての全数集計データが公表されている。

　他方，選挙人名簿登録者数との比較に利用する国勢調査結果にも調査時

期 7）と精度において問題がある。国勢調査の基準日（10 月 1 日）が各種の

選挙の投票日と一致している場合はほぼ皆無であるので，調査時期の相違の

影響については後ほど検討する。精度の点でも実地調査における把握漏れお

よび調査結果における「不詳」が大都市とその周辺の地域を中心に近年増加

している。

　つぎに，選挙人名簿への登録の基礎となっている住民基本台帳を集計した

データの作成と公表の状況に触れておこう。

　まず住民基本台帳の登録・抹消の基礎となる転入届・転出届の提出が実際

の転居よりも若年層を中心に遅れていることは，関係者の間ではよく知られ

ている 8）。また，全国の市区町村についての住民基本台帳人口の年齢別集計

結果は，3月末分しか利用できないが，一部の自治体は 3月末分以外の集計
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結果も公表している。

　そこで 2010 年 10 月 1 日（ないし実質的に同時点である 9月末）時点につ

いて住民基本台帳による年齢別人口を国勢調査結果と比較すると，人口の純

流出地域では国勢調査結果が住民基本台帳人口を下回っており，人口の純流

入地域では逆の関係となっている。両者の相違は，主に若年層，特に男性に

おいて大きい 9）。このような傾向は，2005 年以前の両データの間にもみら

れる。

注

 1） 内閣府政府広報室（2008 ～ 2013）によれば，選挙人名簿を対象者の抽出台帳
として利用した意識調査は，最近の各年度において数十件（2007 年度 77 件，
2008 年度 56 件，2009 年度 87 件，2010 年度 79 件，2011 年度 74 件）実施され
ており，都道府県およびマスメディアによる調査に多い。

 2） 有坂（2010）
 3） 間接的な根拠ではあるが，10 代後半を対象に含む多くの意識調査では，年齢別

回収率は 20 代（特に前半）が前後の年齢層の回収率よりも低い。
 4） 転居先が，同一自治体内の場合には有権者であり続ける。また，国籍の変更の

際にも選挙人名簿の登録に変動が生じる。
 5） 鈴木（2002）は，1975 年および 1980 年国勢調査結果を利用して，住民基本台

帳および選挙人名簿における偏りの発生状況を考察している。
 6） 総務省自治行政局選挙部（2013）
 7） たとえば，新居浜市選挙管理委員会（2008）・青森市選挙管理委員会（2010）
 8） 現住居の 3か月以上の居住（予定）者が対象である。
 9） 山田（2012a）・山田（2012b）・山田（2013）

2　年齢別有権者数の集計時点

　一部の自治体の選挙管理委員会は，定時登録および選挙当日の年齢別有権

者数の集計結果を公表しているが，いずれの集計時点も国勢調査の基準日と

は一致していない。2010 年の場合，全国的な選挙の投票日との相違は，3か
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月弱であった。したがって，基準日が異なる計数間の比較結果を評価するた

めには有権者数が基準日間においてどの程度変動しているかを確認しておく

必要がある。

　まず 2010 年について参議院選挙の投票日（7月 11 日）と選挙人名簿の定

時登録の基準日（9月 2日）の間の有権者数の変動をみておこう。年齢が区

分されていない都道府県別の性別有権者数しか利用できないが，全国では男

性は 0.27％の増加，女性は 0.19％の減少であった。都道府県別にみると，男

性では岩手県（0.17％減少）を除く都道府県において増加となっており，最

大の東京都の男性では 0.46％の増加であった。女性では岩手県（0.25％増加）

など 5道県を除く 42 都府県において減少となっており，減少幅が最大の東

京都では 0.46％の減少であった 1）。

　また，選挙人名簿の定時登録の基準日（9月 2日）の 9日後が衆議院選挙

の投票日（9月11日）であった2005年について有権者数の変動をみてみると，

全国では男性は 0.34％の減少，女性は 0.22％の減少であり，男女とも全都道

府県が減少であった。減少幅が最大の沖縄県の男性では 0.55％の減少，女性

でも 0.45％の減少，減少幅が最小の岩手県の男性では 0.17％の減少，女性で

も 0.11％の減少であった 2）。

　2010 年と 2005 年の場合，都道府県単位の全年齢有権者数では，最大 0.5％

程度の変動が生じているといえる。

　つぎに国勢調査の基準日と参議院選挙の投票日の間の人口移動の状況をみ

てみよう。市区町村に提出された転出届・転入届を集計したデータは 1か月

単位で総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」として公表されている。

表 2－ 1 は，2010 年についての「住民基本台帳人口移動報告」による月間

移動数を都道府県内移動と都道府県間移動に分けて示したものである。都道

府県内移動については移動者数を年齢別に区分したデータは公表されていな

いが，全年齢計の移動数をみると，3・4 月が非常に多く，それ以外の月は

少ない。また，都道府県間移動数でも 3・4 月が非常に多く，それ以外の月

は少ない。都道府県間移動を年齢別にみると，若年層（特に男性）が他の年
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齢層と比べてかなり多い 3）。転入者が 4月上旬までに転入届を提出した場合

には参議院議員選挙の投票日時点では 3か月経過しているので，転入先の選

挙人名簿に登録されていたと考えられる。

　つぎに国勢調査の基準日前後の地域別有権者の抹消・新規登録などによる

変動状況をみてみよう。定時登録時点間の有権者の変動状況を公表している

自治体は少ない 4）。ここでは県域全体についてのデータを継続的に公表して

いる宮崎県・滋賀県による国勢調査実施日を挟む 2時点の定時登録（2010

年 9 月 2 日と同年 12 月 2 日）間の有権者数の抹消・新規登録などによる変

動の状況（表 2－ 2・表 2 － 3）を掲げた 5）。有権者数の変動の状況は，住

民基本台帳人口の変動状況からみて人口の純流出地域か人口の純流入地域か

によってかなり異なっているのではないかと考えられる。

　まず県域全体としては人口の純流出地域に属する宮崎県をとりあげる。

2010年 12月 2日までの3か月間において総数の変動は0.04％にすぎないが，

発生した抹消者数は前回（同年 9月 2日）定時登録者総数に対して 0.85％に

表 2－ 1　年齢別移動人口（2010 年）
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達し（男女別の計数は公表されていない），新規登録者もほぼ同数発生して

いる。地域別にみると，市部のうち宮崎市・都城市および 4町では新規登録

者数が抹消者数を上回っており，その他の地域では両者の大小関係は逆転し

ている。

　また，新規登録者数・抹消者数ともに例年 9月の定時登録は他の 3回の定

時登録と比べて 5割前後多い。9月の定時登録では 3・4 月に多い転入者・

転出者が登録または抹消されるためであろう。

　他方，滋賀県全体は人口移動の点からみると純流入地域に属する。2010

年 12 月 2 日までの 3か月間における有権者総数の変動は男女とも 0.14％前

後にすぎないが，抹消者数は前回（同年 9月 2日）定時登録者総数に対して

男性で 1.03％，女性で 0.86％に達している。地域別にみると，市部では新規

登録者数が抹消者数を概ね上回っており，町村部では両者はほぼ同数である。

　また，滋賀県でも例年 9月の定時登録の際の抹消者数・新規登録者は，他

の 3回の定時登録と比べて 5割前後多い。これも転入者数・転出者数が 3・

4月に多いことに伴う宮崎県と同様の事情によるものであろう。

　宮崎・滋賀両県についての有権者数の変動状況から，3か月程度の調査時

点の相違の場合，有権者総数自体の変動は小さくても前回の定時登録時の登

録者総数の 1％前後の個人が転居・死亡などのために名簿上の住所に居住し

ていない可能性があると考えられる。このような（年齢を区別しない）有権

者の抹消・登録の状況から他の年齢層より移動が多い若年層では転出率・転

入率はさらに高かったのではないかと推測される。

　滋賀・宮崎両県以外の地域については，両県の有権者数の変動状況が住民

基本台帳人口総数の変動状況とほぼ対応しているので，有権者数の変動も両

県と似通った状況ではないかと推測される。

　つぎに 2010 年国勢調査に接近した時期に参議院議員選挙とは別の選挙が

実施された自治体についてその投票日現在の年齢別有権者数と国勢調査の結

果との相違をみておこう。

　表 2－ 4・5・6は，福島県会津若松市・沖縄県北谷町・東京都板橋区につ
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いて各選挙の投票日現在の年齢別有権者数と国勢調査の結果との相違を示し

たものである。時間の経過とともに一部の有権者は旧所属区分からみて年長

の別の区分に移ることになる 6）が，半年程度の時点の相違の場合，転出・転入・

死亡・20 歳到達者の影響に比べれば大きな変動は生じていないと考えられ

る。これらの 3市区町では 2009 年度における全年齢人口についての転出率

（2010 年 3 月末の住民基本台帳登録者総数に対する 2009 年度の転出者数の

比率）が全国平均の 4.2％に近いかそれを上回る高い水準にあった 7）。また，

接近した時点の年齢別住民基本台帳人口データも掲げた。これらの地域の年

齢別有権者数を変動が最大の年齢（層）である 20 歳または「20 歳～ 24 歳」

についてみると，10 月末ないし 11 月下旬実施の選挙の時点の有権者数は参

議院議員選挙の 7月 11 日時点と比べてそれぞれ男女とも数％未満の変動と

なっている。

　2010 年前後の時期には人口の純流出地域であった会津若松市と北谷町で

は，多少の例外はあるものの 60 代まで大半の年齢層において国勢調査の前

後の時期に実施された選挙時の有権者数を国勢調査による「日本人」人口が

表 2－ 5　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口（2010 年北谷町）
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下回っている。

　他方，2010 年前後の時期には流入人口と流出人口がほぼ均衡している板

橋区では，20 歳と 70 代以上の年齢層において参議院議員選挙時の有権者数

を国勢調査による「日本人」人口が上回っているが，他の年齢層では両統計

は逆転している。他の大都市地域と同様に国勢調査における中年層以下の把

握漏れも推測される。

　このような 3市区町における両統計の相違は，転出届を提出していない若

年層の転居者が相当数にのぼることを反映しているのであろう。

注

 1） 総務省自治行政局選挙部（2010）総務省自治行政局選挙部（2011）
 2） 総務省自治行政局選挙部（2005）総務省自治行政局選挙部（2006）
 3） 2010 年 7 月 1 日現在の推計人口に対する同年 1年間の都道府県外への転出者の

比率は，20 歳以上全体では男性は 2.2％，女性は 1.6％であるのに対して，20
代の男性では 6.7％，同女性では 5.7％に達している。総務省統計局（2013）

 4） ほかに十数の市区町村が定時登録時点間の変動数を公表している。
 5） 北海道も 2013 年 6 月現在直近 2回分の定時登録データを公表している。札幌

市では新規登録者数が抹消者数を上回っており，他の地域では両者の関係は逆
転している。

 6） 隣接年齢層間の人数の相違も作用している可能性がある。
 7） 年度末全年齢人口に対する 2010 年度の転出者比率は，北谷町 6.0％，板橋区

5.8％，会津若松市 3.4％であった。

3　全国についての性別有権者総数の検討

　本節では全国についての 2010 年国勢調査結果（10 月 1 日）と同年 9月 2

日現在の定時登録による性別有権者数および国政選挙投票日当日の性別有権

者数の集計結果を比較する。

　総務省自治行政局は，毎年 9月 2日現在の定時登録による都道府県別性別

有権者数を公表している。ただし，年齢別集計は公表されていない。表 3－
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1 は，2010 年 9 月 2 日現在の定時登録による性別有権者数と同年 10 月 1 日

を基準日として実施された国勢調査による 20 歳以上の「日本人」人口を地

域別に対比したものである 1）。国勢調査結果の下回り幅が最も大きい 10 地

域と国勢調査結果が上回っているか下回り幅が最も小さい 10 地域だけを掲

げた。定時登録による有権者数は，人口の純流出地域である県において国勢

調査結果に対する下回り幅が大きい。性別にみると，男性の方が女性より下

回り幅が大きい 2）。両統計の相違は，転居者の一部が市区町村に転出届・転

入届を定時登録の 3か月前の時点までに提出していないことを反映している

のではないかと考えられる。

注

 1） 国勢調査による「外国人」数をその 3か月後が基準日である在留外国人統計の
集計数が毎回大幅に上回っているので，外国人が国勢調査の実地調査において
「日本人」として回答した可能性も否定できない。2010 年の場合，同年 12 月末
の在留外国人統計は約 213 万人であったが，同年 10 月 1 日を基準日とする国

表 3－ 1　2010 年定時登録有権者総数と国勢調査による 20歳以上「日本人」人口
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勢調査による「外国人」数は約 165 万人であった。
 2） 2005 年の両データの間にもほぼ同様の大小関係が認められる。

4　全国についての年齢別性別有権者数の検討

　本節では全国についての年齢別性別有権者数を検討する。総務省自治行政

局選挙部では，年齢別投票状況を把握するために各回の国政選挙時に各都道

府県から抽出した投票率が標準的な百数十の投票区について投票日当日の年

齢別性別有権者数および投票者数を調査している 1）。そこで，この抽出集計

の結果を，基準日が接近している年次の国勢調査結果と対比してみよう。

　表 4－ 1は，上記の調査による 2010 年参議院選挙投票日当日（7月 11日）

の年齢別有権者数の比率と同年の国勢調査（10月 1日）による 20歳以上「日

本人」人口を地域属性別に対比したものである。年齢層別の投票率の差が非

常に大きいにもかかわらず，前者による全年齢についての投票率と全数集計

による投票率の差は大きくないので，年齢別有権者数比率の代表性はかなり

高いと考えられる 2）。全国についての調査結果では両統計の差は小さいが，

町村部の若年層では有権者数が国勢調査結果を上回っており，（政令指定都市・

東京都区部を除く）市部では逆の結果となっている。区部（政令指定都市・

東京都区部）では国勢調査結果に若年層・中年層から多数発生していると考

えられる「年齢不詳」（男性総数の 1.0％，女性総数の 0.6％）のために国勢調

査結果が 20代前半の男性・20代の女性を除いて少なくなっている。ここでも

両統計の相違は，町村部から市部・区部へ転居した若年層の住民の数が，逆

の方向の移動の場合よりも多いことを反映しているためではないかと考えら

れる。性別にみると，両統計の差は移動が多い男性の方が女性よりも大きい。

　表 4－ 2は，2010 年参議院議員選挙よりも実施時期が国勢調査（10 月 1 日）

と接近している 2005 年衆議院議員選挙投票日当日（9月 11 日）の有権者数

の調査結果を同年の国勢調査による 20 歳以上「日本人」人口を地域属性別

に対比したものである。国勢調査による「日本人」に限定した「年齢不詳」
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数 3）は利用できないが，両統計の関係は 2010 年とほぼ同様の傾向となって

いる 4）5）。

注

 1） この調査は，前身の自治省選挙部によって少なくとも 1980 年の衆参両院議員
同日選挙時から実施されている。

表 4－ 1　参議院議員通常選挙投票日の有権者と
国勢調査による「日本人」人口（2010 年）
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 2） 2010 年参議院議員選挙時の抽出集計による全年齢の投票率は全数集計よりも男
女とも約2％高い（表4－ 1）。1980年以降の他の選挙時の両集計の相違は，0.7％
～ 3.6％であった。

 3） （外国人を含む）総数についての「年齢不詳」率は，最も高い区部では 1.0％で
あった。

 4） 2000 年衆議院議員選挙投票日当日（6月 25 日）の有権者数の調査結果を同年
の国勢調査による 20 歳以上「日本人」人口を地域属性別に対比すると，2005 年・
2010 年の両統計とほぼ同様の傾向となっている。

 5） 1995 年国勢調査以前は，「日本人」についての結果は全国についての集計だけ
が公表されており，区部・市部・町村部別集計は公表されていない。

表4－2　衆議院議員総選挙投票日の有権者と国勢調査による「日本人」（2005年）
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5　都道府県・大都市についての年齢別性別有権者数の検討

　本節では年齢別性別有権者数を，個別の都道府県・大都市について各種選

挙の投票日時点の有権者数と国勢調査結果の比較を利用して検討する。

　いくつかの都道府県・大都市の選挙管理委員会は，年齢別投票状況を把握

するために管轄地域から投票率が標準的な投票区を抽出して投票日現在の有

権者数と投票者数を集計して，その結果を公表している。年齢別投票状況の

全数集計を公表している大都市は，次節で取り上げる。（全年齢の有権者に

ついての）全数集計による投票率と抽出された投票区に限定した集計から算

出された投票率との差は各地域とも小さい 1）。各地域とも年齢層間の投票率

の差が非常に大きいことと考え合わせると，抽出された投票区の年齢構成の

代表性はかなり高いのではないかと考えられる。

　ここでは，2010 年国勢調査に近い時期に実施された選挙に関する上述の

集計を公表している都道府県のうち抽出投票区数が多く，人口移動の面から

性格が異なる次の 3つの地域を取り上げる 2）。①大部分の市町村が純流出地

域である岐阜県（2010 年参議院議員選挙，全市町村から各 1投票区計 42 投

票区抽出），②人口の純流出が継続している町村から人口の純流入が継続し

ている大都市までさまざま性格の地域が含まれている福岡県（2010 年参議

院議員選挙・2011 年知事選挙，全市区町村から各 1投票区計 72 投票区抽出），

③最近約 10 年間は人口の純流入が継続している大阪市（2010 年参議院議員

選挙，全区から各 1投票区計 24 投票区抽出）についての集計結果の年齢別

構成を，国勢調査結果と比較する。

　表 5－ 1 には岐阜県の 2010 年参議院議員選挙投票日の抽出投票区の有権

者数と国勢調査による「日本人」人口の年齢別構成比率を対比した。男性で

は 50 代前半まで，女性では 40 代後半までは年齢別有権者数の構成比率が国

勢調査による「日本人」人口の構成比率を上回っており，それ以外の年齢層

では両統計の関係は逆転している。
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　表 5－ 2 には福岡県の 2010 年参議院議員選挙と翌年の知事選挙の投票日

の抽出投票区の有権者と国勢調査による「日本人」人口の年齢別構成比率を

対比した。国勢調査結果には，主に若年層から発生したと考えられる「年齢

不詳」が男性では 0.8％，女性では 0.5％含まれていることを考慮する必要が

ある。男女とも 20 代から 40 代後半までは年齢別有権者数の構成比率が国勢

調査による「日本人」人口の構成比率を概ね上回っており，それ以外の年齢

層では両統計の関係は逆転している。

表 5－ 1　有権者 1）と国勢調査による「日本人」人口
の年齢別構成比率の比較（2010 年岐阜県）
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　表 5－ 3 には大阪市の 2010 年参議院議員選挙投票日の抽出投票区の有権

者と国勢調査による「日本人」人口の年齢別構成比率を対比した。福岡県と

同様に国勢調査結果には「年齢不詳」が男性では 0.6％，女性では 0.4％含ま

れていることを考慮する必要がある。男女とも 20 代から 40 代後半までは年

齢別有権者数の構成比率が国勢調査による「日本人」人口の構成比率を概ね

上回っており，それ以外の年齢層では両統計の関係は逆転している。

表 5－ 2　有権者と国勢調査による「日本人」人口の年齢別構成比率
（2010 年・2011 年福岡県）
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　すでに指摘したように，上記の 3地域の年齢別比率は抽出集計によるもの

であるので，一定の誤差を伴うことを考慮しなければならない。しかし，若

年層の有権者総数に占める比率と国勢調査による「日本人」人口に占める比

率の相違は，3地域とも非常に大きいので，両統計の大小関係は確実なもの

とみてよいのではないだろうか。

注

 1） 2010 年参議院選挙の投票率は，岐阜県の全数集計によるものでは 59.75％，
同じく抽出集計によるものでは 59.25％，福岡県の全数集計によるものでは
56.10％，同じく抽出集計によるものでは 56.45％，大阪市の全数集計によるも
のでは 55.55％，同じく抽出集計によるものでは 55.70％であった。

 2） 沖縄県（41 投票区抽出）・青森県（40 投票区抽出）・北海道（33 投票区抽出）
などが同様の集計を公表しており，これら 3県の両統計の大小関係は岐阜県と
類似している。

表 5－ 3　有権者 1）と国勢調査による「日本人口」人口
の年齢別構成比率の比較（2010 年大阪市）
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6　市区町村別年齢別性別有権者数の検討

　本節では 2010 年・2011 年に実施された選挙・定時登録時点の全数集計に

よる市区町村別年齢別性別有権者数を，人口移動 1）2）の点において対照的な

大都市圏の内外に分けて検討する。第 2節において紹介した 3市区町を含め

て全国の 20 余の市区町について年齢別性別有権者数の全数集計が入手でき

た。なお，各地域の選挙人名簿への登録の基礎となっている住民基本台帳に

よる年齢別人口も合わせて比較する。

（1）大都市圏外所在の中小都市

　大都市圏外に所在する中小都市では，国勢調査による把握漏れや年齢項目

における「不詳」数は全国レベルと比べて一般に少ないと考えられる。

　表 6－ 1 ～表 6－ 6 は，大都市圏外の地域のうち 2010 年参議院議員選挙

時点などの 5歳階級別性別有権者数が入手できた 6市（青森県八戸市・福島

県福島市・栃木県足利市・新潟県上越市・長野県小諸市・愛媛県新居浜市）

について同年の国勢調査による「日本人」人口を対比したものである。6市

とも国勢調査結果が 20 代前半の年齢層，特に男性において選挙人名簿の登

録者数を大きく下回っている。他方，他の年齢層の両統計の相違は小さい。

　つぎに 2010 年参議院選挙時点などについて 10 歳階級別の結果だけしか入

手できなかった大都市圏外の地域について両統計の関係をみてみよう。表 6

－ 7・8 は，長野県佐久市・静岡県掛川市について両統計を対比したもので

ある。両市とも 20 代，特に男性において国勢調査結果が選挙人名簿の登録

者数を下回っている。なお，掛川市についての両統計の結果は，2000 年・

2005 年についても表 6－ 8とほぼ同様の傾向を示している 3）。
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表 6－ 2　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口
（2010 年福島市）

表 6－ 3　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口
（2010 年足利市）
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表 6－ 4　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口（2010 年上越市）

表 6－ 5　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口（2010 年 /2011 年小諸市）
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　表 6－ 1 ～表 6－ 8 における両統計の差は，表 2－ 4・5 と同じく他地域

にすでに転出している旧住民が転出届を提出していないことを反映している

のではないかと考えられる。

（2）大都市と大都市圏内所在の中小都市

　つぎに大都市と大都市圏内の中小都市について選挙時の有権者数を接近し

た時点に実施された国勢調査の結果と比較しよう。大都市および大都市圏内

の中小都市では，国勢調査結果による把握漏れおよび「年齢不詳」の発生数

表 6－ 7　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口（2010 年佐久市）

表 6－ 8　　年齢別有権者数と国勢調査による
「日本人」人口（2010 年掛川市）
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が，他の地域よりも一般に多いと考えられる。

　表 6－ 9・10・11 は，大都市のうち 2010 年参議院選挙時点などについて

年齢別性別有権者数が入手できたさいたま市・横浜市・広島市について両統

計を対比したものである。また，各市の市域内において両統計の差が特に大

きい行政区についての結果も示した。

　各市とも 20 代前半の年齢層，特に男性において選挙人名簿の登録者数を
表
6－
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有
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者
数
と
国
勢
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査
に
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日
本
人
」人
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ま
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）
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国勢調査結果が大幅に上回っている。さいたま市では桜区，横浜市では港北

区・神奈川区，広島市では阿佐南区において市内の他の区よりも大きな差が

20 代前半の年齢層，特に男性においてみられる。これらの区にはいずれも

表
6
－
10
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別
有
権
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に
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」
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市
）
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遠方から入学する学生数が多い大学が立地しており，国勢調査によって転入

届を提出していない住民も把握されているために両統計の間に相違が発生し

ているのではないかと考えられる。

　つぎに東京都の特別区について両統計の関係をみてみよう。表 6－ 12 ～

表 6－ 16 は，東京都の特別区のうち 2010 年参議院選挙時点などについて 5

歳階級別性別の有権者数が入手できた 5区について両統計を対比したもので

ある。有権者数は 20 代前半の年齢層，特に男性において国勢調査による「日

本人」人口を大幅に下回っている。他の年齢層では両者に大きな差はみられ

ない。このうち文京区・目黒区には遠方から入学する学生数が多い大学が所

在している。表 6－ 9・10・11 と同様の傾向といえる。

　表 6－ 17 は，東京都の特別区のうち 2010 年参議院選挙時点などについて

10 歳階級別の性別有権者数しか入手できなかった港区・杉並区について有

権者数・国勢調査結果を対比したものである（港区の男女別集計は公表され

ていない）。杉並区の 70 歳以上の男性および 60 代の女性を除いて両区の各

年齢層おいて有権者数・住民基本台帳人口を国勢調査による「日本人」人口

が大幅に下回っている。特に杉並区では若中年層において国勢調査結果の下

表 6－ 12　年齢別有権者数および国勢調査による
「日本人」人口（2010 年中央区）
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表 6－ 13　年齢別有権者数および国勢調査による「日本人」人口
（2010 年文京区）

表 6－ 14　年齢別有権者数および国勢調査による「日本人」人口
（2010 年台東区）
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表 6－ 15　年齢別有権者数および国勢調査による「日本人」人口
（2010 年目黒区）

表 6－ 16　年齢別有権者数および国勢調査による
「日本人」人口（2010 年練馬区）



̶  57  ̶

年齢別人口統計としての選挙人名簿の精度について（山田）

回り幅が大きい。これは，国勢調査結果において主に若中年層の住民から発

生したと考えられる「年齢不詳」が杉並区では大きな比率（男性の 14.8％，

女性の 12.9％）を占めているためであろう。

　最後に大都市圏内の中小都市について両統計の関係をみてみよう。表 6－

18 ～表 6－ 20 には東京都町田市・同日野市および大阪府藤井寺市について
表
6
－
17
　
年
齢
別
有
権
者
数
と
国
勢
調
査
に
よ
る
「
日
本
人
」
人
口
（
20
10
年
港
区
・
杉
並
区
）
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参議院選挙の有権者数・住民基本台帳人口と国勢調査結果を対比した。

　有権者数は，町田市・日野市の 20 代前半，特に男性において国勢調査結

果を大幅に下回っている。20 歳の男性における差は，町田市では 16％，日

野市では 50％に達する。町田市・日野市にも遠方から入学する学生数が多

い大学が所在している。20 代後半以上の年齢層では大きな差はみられない。
表
6
－
18
　
年
齢
別
有
権
者
数
と
国
勢
調
査
に
よ
る
「
日
本
人
」
人
口
（
20
10
年
町
田
市
）
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　他方，藤井寺市では全年齢層において両統計の間には大きな相違はみられ

ない。女性の 20 代前半と 40 代において有権者数を国勢調査結果が 3％ほど

上回っているほかは，国勢調査結果が有権者数を下回っているか（男性の

40 代後半を除く全年齢層）または 1％以内の差（女性の 40 代前半と男女の

60 代以上）がみられるにすぎない。

表 6－ 20　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口
（2010 年・2011 年藤井寺市）

表 6－ 19　年齢別有権者数と国勢調査による「日本人」人口
（2010 年日野市）
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注

 1） 2009 度の転出率は，八戸市 3.4％，福島市 3.2％，足利市 2.5％，上越市 2.2％，
小諸市 3.3％，新居浜市 2.6％，佐久市 3.0％，掛川市 3.4％。

 2） 2009年度の転出率は，さいたま市5.5％，横浜市5.5％，広島市5.3％，中央区9.5％，
文京区 8.2％，台東区 6.7％，目黒区 9.1％，練馬区 5.9％，港区 9.1％，杉並区 7.7％，
町田市 4.0％，日野市 4.9％，藤井寺市 4.0％。

 3） 掛川市以外にも，福島市（2005 年）・足利市（2005 年）・上越市（2005 年）・佐
久市（2005 年）・新居浜市（2005 年）・さいたま市（2005 年）・文京区（2005 年・
2000 年）・目黒区（2005 年・2000 年）・杉並区（2005 年・2000 年）・練馬区（2005
年）・町田市（2005 年）・日野市（2005 年・2000 年）の両データの間にも 2010
年とほぼ同様の傾向が認められる。

7　個人対象訪問調査の「住所不明」率・郵送調査の配達不能率

　前節までは集計量としての年齢別有権者数を考察したが，さらに進んで有

権者個人の転出・死亡および転入・20 歳到達を反映した個人の居住状況を

考察する必要がある。本節では個人対象訪問調査の「住所不明」率および個

人宛の郵便物の配達不能率を利用して選挙人名簿（およびその基礎となって

いる住民基本台帳）に登録されている個人の居住状況を考察する。

　まず個人対象訪問調査の「住所不明」「転居」率をみてみよう。表 7－ 1は，

全国の 20 歳以上を対象とする 3本の個人対象訪問調査において調査不能の

理由が「住所不明」であった比率の 2000 年以降の動向である。これらの調

査では住民基本台帳が抽出台帳として利用されており，住民基本台帳上の住

所を訪問した調査員が対象者の居住を確認できなかった場合に相当する。「住

所不明」率は 2005 年前後まで 1％弱の水準で推移していたが，その後は 1％

台半ばの水準の場合が多い。「転居」率も概ね増加傾向にあり，4％近い水準

にある。調査主体名が「内閣府」であることを，2006 年から明かして実査

を実施した変更が作用したのであろう。

　なお，これらの調査での不能理由が「転居」「長期不在」の場合にも実際

の居住状況が住民基本台帳の登録情報とは不一致の場合が含まれていると考
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えられるが，「住民基本台帳人口移動報告」によれば転居届を提出した市区

町村境を超える移動者の年間総数は，1970 年代以降継続して減少傾向にあ

る。したがって，本人が居住していながら「転居」「長期不在」を理由に（同

居者などから）調査への協力を拒否されたケースが含まれている。

　ところで，選挙人名簿上の個人がその住所に居住しているか否かは，個人

宛の郵便物が配達可能であったかどうかにも相当程度反映していると考えら

れる 1）。配達を担当する郵便局に「転居届」を提出していれば，1年間は転

送されるので，郵便物が発送元に戻された場合には 1年以上前に転居してい

るか，あるいは居住したことがない場合に該当するのではないかと考えられ

る。ただし，宛名の人物が別の地域に日常的に居住していても家族などが引

き続き居住していて「転居届」が提出されていなければ，郵便物は従来通り

配達される。

　表 7－ 2は，各地の地方裁判所が管轄地域の市区町村の選挙人名簿から抽

出した成人への裁判員名簿登録通知の発送結果（2012 年 11 月発送）におい

て「宛先不明」「（裁判員としての欠格理由に該当する場合以外の）その他（住

所変更を含む）」となったケースの比率を示したものである。2012 年 9 ～ 11

表 7－ 1　訪問面接調査における「住所不明」「転居」率
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月には全国的な選挙は実施されていないので，地方裁判所による抽出に利用

された選挙人名簿の大半は9月2日現在の定時登録によるものと考えられる。

「宛先不明」「その他」の比率は，人口流出率が高い地域（大都市・農村部を

含む地方裁判所の管轄地域）において他の地域よりもやや高い。また，2011

年・2012 年には震災の被災地域において「宛先不明」「その他」の比率が高

くなっている。

　さらに，住民基本台帳または選挙人名簿から無作為抽出した住民を対象に

個別市区町村・都道府県が実施した郵送意識調査の配達不能率（表 7－ 3）

も居住実態がまったくないか 1年以上前に転居したケースなどに対応すると

考えられる 2）。配達不能率が公表されている調査は多くないが，2005 年度

表 7－ 2　裁判員名簿登録通知の配達状況
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～ 2012 年度実施分の約 370 件の調査では，計画標本に対する配達不能率が

0.5％～ 1％未満となっているものが毎年半数前後を占めている。また，配達

不能率は，抽出名簿が住民基本台帳 3）の場合では平均 0.8％，選挙人名簿で

は同じく 1.3％となっている 4）。調査主体別にみると，住民基本台帳・選挙

人名簿を自身が管理している市区町村による調査では，市区町村へ出向いて

行う抽出作業の日程が必要な都道府県・中央省庁などによる調査よりも配達

不能率が低い 5）。

注

 1） 青森市選挙管理委員会は，郵送された投票所入場券の返戻数を 2009 年以降公
表しており，2010 年 10 月に実施された市会議員選挙では有権者総数 248826 人
に対して 650 件であった。青森市選挙管理委員会（2011）

 2） 2009 年に実施された定額給付金事業の給付申請書類送付時には，世帯主の住民
基本台帳上の住所が発送に利用された。全国の配達不能世帯率は0.86％であり，
大都市所在県が全般に高率であった。総務省自治行政局定額給付金室（2009）

 3） 外国人登録原票を母集団リストとして併用した調査を含む。
 4） 抽出名簿の種類を明示していない場合を除く。
 5） 郵送調査の配達不能率の平均値は 2005 年度～ 2012 年度の市区町村による 327

調査では 0.8％，同じく都道府県などによる 24調査では 1.0％であった（メール
便使用調査を除く）。この相違には後者では抽出日と発送日の間の期間が前者よ
りも長いためにその間に発生した転出者などが作用していると考えられる。

表 7－ 3　「配達不能」率別郵送意識調査 1）
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むすびにかえて

　本稿の考察は，年齢別有権者数・配達不能率などのデータを入手できた地

域が一部にとどまっているために一定の留保が必要であるが，次のように要

約できよう。

　選挙人名簿から抽出された個人を対象に実施された意識調査などにおいて

発生した若年層の調査不能の一部は，他の地域にすでに転出した旧住民，特

に若年層が選挙人名簿にひきつづき登録されていたために生じたのではない

かと考えられる。

　また，年齢別有権者数などのデータが今回入手できなかった地域について

も年齢別住民基本台帳人口と国勢調査結果との相違の状況から推測すれば，

本稿において検討した地域と類似の状況であったのではないかと考えられる。
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